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改    正    前 改    正    後 

 （前 略） 

（賞与） 

第１２条 賞与は、６月１日及び１２月１日（以下こ

の条において「基準日」という。）に在職する支援

職員に対し、それぞれ基準日現在においてその者

が受けるべき俸給月額及びこれに対する特別調整

手当の月額の合計額に、基準日以前６月の期間に

おける別に定めるその者の勤務実績による割合を

乗じて得た額を支給する。 

 

 

２～５ （略） 

 （後 略） 

 

（賞与） 

第１２条 賞与は、６月１日及び１２月１日（以下こ

の条において「基準日」という。）に在職する支援

職員に対し、それぞれ基準日現在においてその者

が受けるべき俸給月額及びこれに対する特別調整

手当の月額の合計額に、基準日３月前の末日以前

６箇月以内の期間におけるその者の勤務成績によ

る割合（別に定める支援職員に限る。）及び基準日

以前６月の期間におけるその者の勤務実績による

割合を乗じて得た額を支給する。 

２～５ （同 左） 

 

 

   附 則（令和８年達示第３７号） 

 この規則は、令和８年１２月１日から施行する。 

 


